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始
め
に

こ
の
資
料
紹
介
は
､
十
五
世
紀
の
室
町
時
代
中
期
に
書
か
れ
た
後
崇
光
院

(伏
見
宮
貞
成
親
王
)
の
日
記

『看
聞
御
記
』
に
出
て
い
る

永
享
五
年

(
一
四
三
三
)
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
の
約
三
ヶ
月
間
に
及
ぶ
時
期

(閏
七
月
が
挟
ま
れ
て
い
る
の
で
'
約
三
ケ
月
に
な
る
)

の
記
事
に
依
拠
し
て
､
同
時
期
に
行
わ
れ
た
山
門

(比
叡
山
延
暦
寺
)
の
訴
訟

(轍
訴
)
の

一
部
始
終
に
つ
い
て
､

一
通
-
紹
介
す
る
趣

旨
の
資
料
紹
介
で
あ
-
､
こ
の
時
の
山
門
の
訴
訟

(山
訴
)
の
経
過
を
記
録
し
た
日
記

『看
聞
御
記
』
の
記
事
の
掲
出
文
に
'
筆
者
な
-

の
簡
単
な
現
代
語
訳
を
付
記
し
た
も
の
で
あ
る
｡
当
該
訴
訟
関
連
記
事
の
引
用

･
掲
出
に
当
た
っ
て
は
､
原
典
と
し
た
続
群
書
類
従
本
で

使
用
し
て
あ
る
字
体
等
に
従
う
よ
う
に
努
め
た
が
､
技
術
上
の
制
約
に
よ
り
'
引
用
文
の
細
部
に
は
変
更
や
省
略
が
相
当
に
あ
る
こ
と
を

予
め
お
断
-
し
て
お
く
｡

一

山
門
の
訴
訟
が
始
ま
る

『看
聞
御
記
』
永
享
五
年
七
月
十
八
日
の
条
に
よ
る
と
'

31-
m

抑
有
山
訴
｡
催
々
以
外
及
撤
訴
｡
可
奉
振
神
輿
云
々
｡
山
上
夜
々
焼
葺
｡
洛
中
物
念
云

々
｡

【現
代
語
訳
】
[と
こ
ろ
で
､
現
在
､
山
門

(比
叡
山
延
暦
寺
)
か
ら
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
て
来
て
い
て
､
幾
つ
も
の
要
求
事
項
に
つ
い
て

仰
々
し
-
派
手
に
轍
訴
に
及
ん
で
い
る
｡
遂
に
は
日
吉
山
王
七
社
の
神
輿
を
京
都
市
中
に
振
-
入
れ
奉
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
噂
さ
れ

て
い
る
｡
実
際
､
比
叡
山
の
山
上
で
は
､
夜
に
な
る
と
､
葺
火
を
焚
い
て
'
山
門
の
衆
徒

(山
徒
)
が
気
勢
を
揚
げ
て
い
る
｡
こ
の
山
門

の
訴
訟
に
よ
っ
て
'
京
都
市
中
は
､
物
情
騒
然
と
し
て
い
て
'
普
段
の
落
ち
着
き
を
失
っ
て
い
る
｡]
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『看
聞
御
記
』
､杢
早
五
年
七
月
十
九
日
の
条
に
よ
る
と
､

(2
)

山
訴
不
被
聞
食
入
｡
只
可
振
神
輿
之
由
被
仰
云
々
｡
明
後
日
中
日｡
可
振
之
由
有
風

聞

｡

【現
代
語
訳
】
[京
都
の
公
武
政
権
と
し
て
は
､
今
回
の
山
門
の
訴
訟

(山
訴
)
を
聞
き
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
､
最
早
山
門
の

側
に
は
､
日
吉
山
王
七
社
の
神
輿
を
担
ぎ
出
し
て
振
る
以
外
に
は
手
立
て
は
あ
る
ま
い
と
仰
せ
ら
れ
た
そ
う
だ
｡
明
後
日
の
中
の
日
に
､

山
門
が
い
よ
い
よ
神
輿
を
担
ぎ
出
し
て
振
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
噂
が
飛
び
交

っ
て
い
る
｡
]

『看
聞
御
記
』
永
享
五
年
七
月
廿
日
の
条
に
よ
る
と
'

今
御
所
入
江
殿
｡
ふ
と
入
来
.
是
神
輿
入
洛
明
日
必
定
云
々
.
偽
室
町
殿
連
騒
動
.
火
事
怖
長
｡
彼
是
混
雑
之
間
.
暫
落
居
之
間
｡
是
ニ

(3
)

鳥
御
座
被
人
中
云
々
｡
禁
裏
仙
洞
公
家
人
々
参
集
｡
警
固
武
士
等
砥
候
｡
上
下
張
難
云

々
｡

【現
代
語
訳
】
[今
御
所

(入
江
殿
)
が
ふ
ら
っ
と
お
越
し
に
な
っ
た
｡
こ
れ
は
､
山
門
の
衆
徒
の
担
ぐ
日
吉
山
王
七
社
の
神
輿
が
京
都

市
内
に
突
入
す
る
の
は
'
必
ず
や
明
日
に
相
違
あ
る
ま
い
と
い
う
の
で
､
室
町
殿

(室
町
幕
府
)
の
周
辺
が
周
章
し
て
大
騒
ぎ
に
な
っ
て

い
る
｡
し
か
も
､
山
門
の
神
輿
振
-
に
伴
い
､
火
事
が
発
生
す
る
恐
れ
も
あ
る
｡
そ
れ
や
こ
れ
や
で
､
張
り
が
わ
し
-
混
乱
を
極
め
て
い

る
の
で
､
事
態
が
鎮
静
す
る
ま
で
の
間
､
暫
-
当
地

(伏
見
)
に
ご
滞
在
に
な
る
お
っ
も
-
で
､
わ
ざ
わ
ざ
お
運
び
に
な
ら
れ
た
そ
う
だ
｡

実
際
､
禁
裏
や
仙
洞
に
は
､
公
家
の
人
々
が
参
集
し
て
来
て
い
る
し
､
警
固
の
武
士
ら
も
参
上
し
て
来
て
､
お
側
近
-
に
控
え
て
い
る
｡

上
か
ら
下
ま
で
'
皆
張
り
が
わ
し
-
混
乱
を
極
め
て
い
る
そ
う
だ
｡
]

『看

聞
御

記
』永
享
五

年
七
月
廿

一
日
の
条
に
よ
る
と
､

(4
)

神

輿
不

振
｡只
依
申

日
見
所
如
此

申
欺
｡
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【現
代
語
訳
】
[案
に
相
違
し
て
､
今
日
の
と
こ
ろ
は
､
山
門
の
衆
徒
は
､
日
吉
山
王
七
社
の
神
輿
を
担
い
で
京
都
市
内
に
振
-
入
れ
る

と
い
う
こ
と
を
全
然
し
な
か
っ
た
｡
山
門
の
神
輿
振
-
の
日
が
申
の
日
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
は
､
単
な
る
見
込
み
だ
け
で
こ

の
よ
う
に
申
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
､
空
振
-
の
結
果
に
終
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
]

『看
聞
御
記
』
永
享
五
年
七
月
廿
二
日
の
条
に
よ
る
と
､

(5
)

自
内
裏
御
着

一
合
被
預
下
｡
火
事
之
御
用
心
云

々

｡

【現
代
語
訳
】
[今
日
は
､
内
裏
か
ら
当
方
に
御
葛
を

1
箱
預
け
下
さ
れ
た
｡
こ
れ
は
､
山
門
に
よ
る
神
輿
振
-
に
伴
っ
て
発
生
す
る
懸

念
の
あ
る
火
事
の
ご
用
心
の
た
め
だ
そ
う
だ
｡
]

『看
聞
御
記
』
永
享
五
年
七
月
廿
三
日
の
条
に
よ
る
と
､

(6
)

行
資
蹄
参
｡
諸
大
名
勢
共
数
多
上
洛
｡
洛
中
物
窓
之
外
無
他
云
々
｡
諸
大
名
遅
番
夜
々
河
原
取
陣
｡
馬
借
可
防
致
用
意
云

々

｡

【現
代
語
訳
】
[行
資
が
京
都
か
ら
帰
参
し
て
報
告
す
る
と
こ
ろ
で
は
､
諸
大
名
の
軍
勢
共
が
多
数
京
都
に
上
っ
て
来
て
い
る
の
で
､
京

都
市
中
は
､
ひ
た
す
ら
物
情
騒
然
と
す
る
ば
か
-
だ
そ
う
だ
｡
諸
大
名
は
､
順
番
を
決
め
､
交
替
で
､
夜
な
夜
な
鴨
川
の
河
原
に
陣
を
張

っ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
､
山
徒
ら
と
連
携
を
取
っ
て
行
動
し
て
い
る
坂
本
の
馬
借
の
京
都
侵
入
を
防
ぐ
べ
-
､
防
御
の
準
備
を
整
え
て
い

る
と
の
こ
と
で
あ
る
｡
]

『看
聞
御
記
』
永
享
五
年
七
月
廿
四
日
の
条
に
よ
る
と
､

聞
｡
夜
前
坂
本
馬
借
大
勢
洛
中
へ
忍
入
之
鹿
｡
山
名
勢
行
逢
｡
於
河
原
致
合
戦
揚
時
聾
之
間
騒
動
｡
諸
大
名
室
町
殿
馳
参
｡
禁
仙



(960)F看聞御記』に見える永享五年秋の山門 (延暦寺)の訴訟についての資料紹介

へ
公
家
人
々
参
集
｡
言
語
道
断
猿
難
云
々
｡
山
名
手
物
共
手
負
｡
馬
借
も
手
負
少
々
召
取
云
々
｡
何
様
山
名
高
名
云
々
｡
自
内
裏
源
氏

(
7
)

二
合
五十
諾
｡
蓬
本
也
｡
被
預
下
｡
火
事
御
用
心
云

々

｡

【現
代
語
訳
】
[聞
-
と
こ
ろ
で
は
､
昨
夜
坂
本
の
馬
借
が
大
勢
で
京
都
市
内
へ
潜
入
し
た
と
こ
ろ
､
山
名
の
軍
勢
に
遭
遇
し
て
､
鴨
川

の
河
原
で
合
戦
を
始
め
､
関
の
声
を
揚
げ
た
の
で
､
大
混
乱
に
な
っ
た
そ
う
だ
｡
諸
大
名
は
'
直
ち
に
室
町
殿
に
馳
せ
参
じ
､
禁
裏
と
仙

洞
に
は
､
公
家
の
人
々
が
参
集
し
た
｡
言
語
道
断
の
混
乱
ぶ
-
だ

っ
た
そ
う
だ
｡
山
名
の
手
の
者
共
が
負
傷
し
た
が
'
馬
借
側
の
負
傷
者

も
若
干
名
逮
捕
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
｡
何
れ
に
せ
よ
､
先
ず
は
山
名
の
お
手
柄
だ
と
い
う
こ
と
だ
｡
内
裏
か
ら
当
方
へ
源
氏
物
語
五
十

四
帖
の
上
製
本
を
二
箱
に
入
れ
て
､
お
預
け
下
さ
れ
た
｡
こ
れ
は
'
火
事
の
ご
用
心
の
た
め
だ
と
の
由
｡
]

217

二

山
門
が
出
し
た
牒
状
の
内
容

ま
た
､
『看
聞
御
記
』
同
日

(永
享
五
年
七
月
廿
四
日
)
の
条
に
よ
る
と
'

(8
)

抑
山
門
牒
状

一
覧
記

之

｡

【現
代
語
訳
】
[と
こ
ろ
で
､
山
門
の
牒
状
を

一
覧
し
た
の
で
'
次
に
記
し
て
お
こ
う
｡
]

そ
の
後
に
'
相
当
長
文
に
な
る
山
門
の
牒
状
を
掲
げ
て
あ
る
｡
以
下
に
全
文
を
掲
出
す
る
｡

永
享
五
年
七
月
十
九
日
根
本
中
堂
閃
寵
衆
議
日
｡
可
早
馬
管
領
御
沙
汰
被
申
入
公
方
事
.

右
山
王
者
帝
都
衛
護
之
霊
神
威
風
久
扇
届
九
重
｡
而
皇
基
倍
固
臭
｡
吾
山
者
鬼
門
安
鏡
之
道
場
.
恵
燈
普
耀
万
囲
｡
而
百
寮
禰
優

美
｡
麦
今
般
恭
奉
勧
七
両
之
動
座
者
｡
好
人
刷
跡
而
令
邪
住
永
塞
賢
臣
趨
朝
｡
而
烏
政
道
云
開
也
｡
偽
不
耐
懇
歎
之
至
｡
謹
而
載
確
目

於
筆
端
若
｡
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1
去
永
享
元
年
神
輿
動
座
之
時
被
成
下
数
通
之
御
教
書
之
間
｡
三
千
忽
依
開
愁
眉
神
輿
御
締
坐
之
庭
｡
無
幾
程
悔
返
御
下
知
被
成
置
｡

仮
令
御
教
書
之
偉
大
以
所
歎
存
也
｡
衆
徒
等
縦
錐
致
非
掠
之
訴
訟
｡
既
優
神
威
被
裁
許
之
間
｡
親
仰
清
和
之
善
政
｡
奉
此
天
子
之

二
言

給
言

一
致
之
御
下
知
｡
争
猿
可
及
異
愛
之
御
沙
汰
平
｡
芳
以
口
惜
次
第
也
｡
凡
山
門
訴
訟
者
以
非
為
理
云
叡
慮
有
之
理
訴
何
可
停
滞
乎

事
｡一

貫
憧
院
者
恭
貞
観
聖
圭
之
叡
願
｡
源
家
長
久
之
苗
高
也
｡
然
間
彼
院
起
立
之
御
願
依
異
干
他
｡
被
奉
寄
数
万
貫
之
要
脚
之
刻
｡
献

秀
法
師
可
被
仰
付
奉
行

職
之
由
望
申
欺
之
間
｡
雄
被
成
御
下
知
｡
未
能
土
木

l
支
之
企
｡
結
句
以
多
年
収
納
之
土
貢
烏
奉
掠
公
開
.

致
諸
方
之
穫
節
之
修
｡
奉
烏
公
方
薦
山
門
就
冥
顕
不
可
黙
｡
伍
献
秀
猛
悪
之
所
行
不
可
過
之
者
也
｡

所
詮
於
彼
要
脚
者
悉
被
召
返
之
｡

可
致
早
速
之
造
馨
事
｡

一
献
秀
望
申
尺
迦
堂
閥
務
不
致
破
損
之
修
理
｡
而
朽
損
之
柱
等
或
付
墨
塗
丹
成
其
償
之
修
｡
前
代
未
聞
所
行
也
｡
宜
有
御
検
知
事
｡

一
献
秀
法
師
諸
方
借
銭
事
｡
違
天
下
之
大
法
背
山
門
格
式
｡

一
倍
之
外
無
斎
限
致
散
用
｡
相
語
奉
行
令
押
領
方
々
所
領
田
園
等
事
｡

一
献
秀
法
師
者
既
放
覚
大
師
門
徒
｡
刷
山
徒
之
名
字
上
者
｡
速
召
給
衆
徒
手
｡
輿
俗
名
可
別
首
事
｡

一
昔
囲
愛
智
庄
者
普
柾
目
神
俣
之
析
所
也
｡
偽
坐
碑
院
代
々
雄
致
奉
行
至
有
罪
科
被
改
奉
行
職
者
｡
被
社
中
仰
付
欺
｡
不
然
者
以
山

徒
可
被
申
付
歎
之
虞
｡
号
御
所
所
被
仰
付
守
護
方
之
修
｡
薦
神
領
非
例
事
｡

一
昔
御
代
殊
政
化
起
子
前
々
｡
撫
民
勝
子
代
々
｡
是
併
椎
絶
興
廃
寅
御
政
道
之
虞
｡
赤
松
播
磨
守
奉
掠
上
聞
｡
偏
献
秀
晶
展
之
儀
在

之
間
｡
就
毎
事
不
恐
公
方
不
悼
外
聞
｡
就
賄
賂
屠
詑
窓
令
許
容
｡
奉
薦

公
方
為
不
忠
族
之
間
.
速
可
被
虞
連
流
事
｡

l
近
年
馬
体
被
没
倒
山
徒
之
所
帯
｡
被
宛
行
公
家
武
家
甲
乙
人
之
間
｡
顕
密
之
要
脚
等
令
失
墜
｡

及
御
願
之
違
乱
之
修
所
歎
存

也
｡
所
詮
巳
前
御
罪
科
之
山
徒
｡
於
坐
碑
院
等
持
勝
行
戒
光
者
｡
如
元
可
預
安
堵
之
御
成
敗
事
｡

二
二
千
聖
供
者
悌
聖
燈
油
之
要
脚
満
山
稗
徒
之
資
根
也
｡
如
風
聞
者
以

聖
供
之
内
｡
山
門
奉
行
飯
尾
肥
前
守
契
約
之
令
受
用
云
々
｡
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背
御
下
知
構
己
用
事
｡

一
肥
前
守
令
魚
層
猷
秀
事
者
｡
別
而
契
約
之
子
細
依
有
之
｡
不
顧
後
日
之
突
鼻
｡
偏
任
欲
心
不
弁
南
方
之
理
非
片
手
打
｡
万
事
献
秀

理
連
由
申
成
之
修
為
好
曲
事
｡

1
於
肥
前
守
者
薦
断
向
後
傍
輩
之
積
習
.
同
渡
給
衆
徒
手
可
致
其
沙
汰
事
｡

一
不
限
山
門
奉
行
｡
諸
奉
行
構
粁
曲
不
致
廉
直
之
披
露
之
修
｡

緩
怠
之
至
誠
而
有
鎗

者
乎
｡
殊
飯
尾
肥
前
｡
同
大
和
｡
不
経
管
領

達
次
第
之
沙
汰
｡
直
掠
申
公
儀
之
修
背
御
沙
汰
大
法
事
｡

以
前
修
々
大
概
如
斯
｡
凡

-
山
抽
誠
号
仰
皇
化
O
三
千
連
志
号
頭
武
将
者
也
｡
然
間
今
般
之
神
訴
者
｡
仝
非
軽
上
意
｡
敢
不
忽
善

政
｡
神
輿
頂
戴
之
候
儀
者
偏
改
奉
行
粁
曲
｡
正
薦
仰
公
儀
之
徳
化
也
｡
裁
許
速
至
者
七
両
含
嘆
各
掃
座
干
本
宮
｡

滑
花
洛
潜
衛
之
擁

護
｡
満
徒
合
掌
互
止
住
千
本
房
｡

添
御
願
長
久
之
精
所
蔦
｡
何
拝
別
心
｡
更
非
陰
謀
趣
｡
三
七
之
明
紙
垂
知
見
｡
三
塔
之
悌
陀
被
照
覧

(9
)

之
旨
｡
馬
連
衆
望
於
上
聞
｡
租
勤
子
細
於
右
而

己

｡

こ
の
牒
状
は
'
永
享
五
年
七
月
十
九
日
に
､
比
叡
山
延
暦
寺
の
根
本
中
生
に
閃
寵
し
て
い
る
山
徒
が
'
早
-
管
領
の
沙
汰
と
し
て
公
方

に
申
し
入
れ
る
べ
き
こ
と
を
衆
議

1
決
し
た
内
容
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
が
､
比
叡
山
延
暦
寺
の
衆
徒
が
閃
寵
し
た
上
､
日
吉
山
王
七

社
の
神
輿
を
担
ぎ
出
し
て
､
敗
訴
に
ま
で
及
ん
で
貫
徹
し
ょ
う
と
企
図
し
た
幾
つ
か
の
要
求
事
項
の
内
容
が

-
つ
書
き
形
式
の
箇
条
書
き

に
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
､
些
か
繁
雑
に
な
る
が
､

一
つ
書
き
に
し
て
あ
る
箇
条
書
き
の
部
分
に
つ
い
て
だ
け
再
度
引
用
し
､
各
箇

条
に
つ
い
て
現
代
語
訳
を
試
み
る
と
､
大
体
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
｡

一
去
永
享
元
年
神
輿
動
座
之
時
被
成
下
数
通
之
御
教
書
之
間
｡
三
千
忽
依
開
愁
眉
神
輿
御
掃
坐
之
虞
｡
無
幾
程
悔
返
御
下
知
被
成
置
｡

仮
令
御
教
書
之
催
太
以
所
歎
存
也
｡
衆
徒
等
縦
難
致
非
接
之
訴
訟
｡

既
優
神
威
被
裁
許
之
間
｡

親
仰
清
和
之
善
政
｡
奉
此
天
子
之

二
言

給
言

一
致
之
御
下
知
｡
争
猿
可
及
異
奨
之
御
沙
汰
乎
｡
穿
以
口
惜
次
第
也
｡
凡
山
門
訴
訟
者
以
非
為
理
云
叡
慮
有
之
理
訴
何
可
停
滞
乎
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(
10
)

事

｡【現
代
語
訳
】
二

つ
､
去
る
永
享
元
年

(
1
四
二
九
)
に
神
輿
が
動
座
に
な

っ
た
時
､
数
通
の
御
教
書
を
お
出
し
下
さ
れ
た
の
で
､
山

門
三
千
の
衆
徒
は
'
た
ち
ま
ち
に
愁
眉
を
開
き
､
神
輿
が
御
帰
座
に
な
っ
た
と
こ
ろ
､
幾
ら
も
程
を
経
ず
し
て
､
今
度
は
そ
れ
を
撤
回
す

る
と
い
う
ご
命
令
を
出
さ
れ
た
｡
仮
に
も
御
教
書
で
あ
る
か
ら
'
そ
れ
を
軽
々
し
-
撤
回
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
､
甚
だ
嘆
か
わ
し

-
存
ず
る
次
第
で
あ
る
｡
た
と
え
山
門
の
衆
徒
ら
が
道
理
に
適
わ
ぬ
訴
訟
を
致
し
て
い
る
と
し
て
も
､
既
に

一
度
は
神
威
を
尊
ん
で
ご
命

令
を
出
さ
れ
た
以
上
は
､
こ
れ
を
世
の
中
が
よ
-
治
ま

っ
て
い
る
善
政
と
親
し
-
仰
ぎ
､
こ
の
天
子
の

≡
一口を
正
に
倫
言
に

一
致
す
る
ご

命
令
と
し
て
奉
る
べ
き
も
の
で
あ
-
､
濃
-
が
わ
し
-
変
更
す
る
ご
処
置
な
ど
に
及
ん
だ
-
し
て
よ
い
も
の
か
｡
何
れ
に
し
て
も
､
失
望

さ
せ
ら
れ
る
次
第
で
あ
る
｡
お
よ
そ
山
門
の
訴
訟
は
､
非
を
も

っ
て
理
と
な
す
も
の
で
あ
る
｡
天
子
の
お
考
え
と
は
言
い
な
が
ら
､
ど
う

し
て
理
の
あ
る
山
門
の
訴
え
を
停
滞
さ
せ
た
-
し
て
よ
い
も
の
か
と
い
う
こ
と
｡
]

一
質
幡
院
者
恭
貞
観
聖
圭
之
叡
願
｡
源
家
長
久
之
苗
商
也
｡
然
間
彼
院
起
立
之
御
願
依
異
干
他
｡
被
奉
寄
数
万
貫
之
要
脚
之
刻
｡
猷

秀
法
師
可
被
仰
付
奉
行
職
之
由
望
申
欺
之
間
｡
雄
被
成
御
下
知
｡
未
能
土
木

l
支
之
企
｡
結
句
以
多
年
収
納
之
土
貢
烏
奉
掠
公
開
｡

致
諸
方
之
穫
節
之
修
｡
奉
烏
公
方
為
山
門
就
冥
顕
不
可
然
｡
偽
献
秀
猛
悪
之
所
行
不
可
過
之
者
也
｡
所
詮
於
彼
要
脚
者
悉
被
召
返
之
｡

＼〓
)

可
致
早
速
之
造
営
事

｡

【現
代
語
訳
】
二

つ
､
宝
憧
院
は
､
か
た
じ
け
な
-
も
貞
観
の
聖
主

(清
和
天
皇
)
の
叡
願
に
よ
る
建
立
で
あ
-
､
源
家
は
､
長
-
久

し
-
遠
い
そ
の
子
孫
に
当
た
る
｡
そ
れ
故
に
､
宝
瞳
院
を
造
営
し
ょ
う
と
す
る
源
家
の
ご
念
願
に
は
'
他
家
と
は
異
な
-
､

1
人
深
い
も

の
が
あ
る
の
で
､
数
万
貫
に
も
及
ぶ
巨
額
の
費
用
を
寄
付
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
時
､
猷
秀
法
師
が
担
当
の
奉
行
職
に
任
命
さ
れ
た
い

と
望
み
申
し
出
た
と
か
い
う
こ
と
で
､
猷
秀
を
任
命
す
る
ご
命
令
を
出
さ
れ
た
｡
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
､
猷
秀
は
､
未
だ
に
土
木
工
事
で
の

木

1
本
の
計
画
さ
え
も
で
き
て
い
な
い
有
様
で
､
揚
げ
句
に
は
､
公
方
へ
の
聞
こ
え
を
よ
-
し
よ
う
と
し
て
､
多
年
に
亘
っ
て
収
納
し
て
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来
た
土
地
の
産
物
を
諸
方
に
ば
ら
ま
き
､
付
け
届
け
を
致
し
て
来
た
の
だ
が
､
こ
れ
は
'
公
方
の
お
た
め
に
も
､
山
門
の
た
め
に
も
､
陰

に
陽
に
､
仝
-
宜
し
-
な
い
所
行
で
あ
ろ
う
｡
即
ち
､
猷
秀
が
働
い
て
来
た
悪
質
な
所
行
の
数
々
の
内
で
､
こ
れ
以
上
悪
質
な
行
為
は
他

に
見
当
た
ら
な
い
程
で
あ
る
｡
要
す
る
に
､
件
の
費
用
に
つ
い
て
は
､
全
額
を
猷
秀
か
ら
召
し
返
さ
れ
､
早
速
宝
憧
院
の
造
営
工
事
を
実

施
さ
れ
る
べ
き
こ
と
｡
]

一
献
秀
望
申
尺
迦
迦
堂
閥
務
不
致
破
損
之
修
理
｡
而
朽
損
之
柱
等
或
付
墨
塗
丹
成
其
償
之
候
｡
前
代
未
聞
所
行
也
｡
宜
有
御
捻
知
事

(12
)0【現

代
語
訳
】
二

つ
､
猷
秀
は
'
釈
迦
堂
の
関
所
の
事
務
職
を
望
み
申
し
て
お
り
な
が
ら
､
破
損
箇
所
の
修
理
を
仝
-
行
っ
て
い
な
い
｡

そ
し
て
､
そ
の
埋
め
合
わ
せ
の
申
し
訳
程
度
に
､
朽
ち
損
じ
た
柱
な
ど
に
墨
を
付
け
て
見
せ
た
-
､
丹
を
塗
っ
て
見
せ
た
り
し
て
い
る
の

は
､
前
代
未
聞
の
横
着
極
ま
る
所
行
で
あ
る
｡
宜
し
-
実
際
に
ご
覧
に
な
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
｡
]

(
13
)

一
献
秀
法
師
諸
方
借
銭
事
｡
連
天
下
之
大
法
背
山
門
格
式
｡

一
倍
之
外
無
斎
限
致
散
用
｡
相
語
奉
行
令
押
領
方
々
所
領
田
園
等

事

｡

【現
代
語
訳
】
二

つ
､
猷
秀
法
師
が
諸
方
で
借
金
を
し
て
い
る
こ
と
は
､
天
下
の
重
要
法
規
に
違
反
し
､
山
門
の
格
式
に
も
背
-
行
為

で
あ
る
｡
倍
額
を
超
え
て
際
限
も
な
-
勘
定
を
し
､
担
当
の
奉
行
を
相
語
ら
っ
て
'
方
々
に
あ
る
所
領
や
田
園
な
ど
を
押
領
し
て
来
た
こ

と
｡
]

(14
)

一
献
秀
法
師
者
既
放
覚
大
師
門
徒
｡
刷
山
徒
之
名
字
上
着
｡
速
召
給
衆
徒
手
｡
輿
俗
名
可
別
首

事

｡

【現
代
語
訳
】
二

つ
､
猷
秀
法
師
は
､
既
に
慈
覚
大
師

(円
仁
)
の
門
徒
の
数
か
ら
追
い
放
た
れ
､
最
早
山
徒
の
名
字
を
削
ら
れ
て
い

る
以
上
は
､
速
や
か
に
衆
徒
の
手
に
召
し
給
わ
-
､
俗
名
を
与
え
て
首
を
別
ね
る
べ
き
こ
と
｡
]

一
首
囲
愛
智
庄
者
富
柾
目
紳
供
之
析
所
也
｡
偽
坐
椎
院
代
々
維
致
奉
行
至
有
罪
科
被
改
奉
行
職
者
｡
被
社
中
仰
付
欺
｡
不
然
者
以
山

(15
)

徒
可
被
申
付
欺
之
虞
｡
号
御
所
所
被
仰
付
守
護
方
之
修
｡
烏
神
領
非
例

事

｡
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【現
代
語
訳
】
二

つ
､
当
国
愛
智
庄
は
'
当
社
の
日
々
の
神
供
の
料
所
で
あ
る
｡
そ
こ
で
'
代
々
坐
禅
院
が
荘
園
の
事
務
を
担
当
し
て

処
理
し
て
来
た
が
､
罪
科
が
あ
っ
て
担
当
の
職
を
改
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
す
れ
ば
､
社
中
に
仰
せ
付
け
ら
れ
る
か
'
さ
も
な
け
れ
ば
､

山
徒
を
申
し
付
け
ら
れ
る
か
す
る
の
が
筋
で
あ
る
の
に
､
御
料
所
な
ど
と
銘
打
っ
て
､
守
護
方
に
仰
せ
付
け
ら
れ
た
の
は
､
神
領
と
し
て

前
例
の
な
い
こ
と
｡
]

1
首
御
代
殊
政
化
起
子
前
々
｡
撫
民
勝
子
代
々
｡
是
併
継
絶
興
廃
烏
御
政
道
之
虞
｡
赤
松
播
磨
守
奉
掠
上
聞
｡
偏
献
秀
晶
眉
之
儀
在

(16
)

之
間
.
就
毎
事
不
恐
公
方
不
憧
外
聞
｡
就
賄
賂
屠
詑
窓
令
許
容
｡
奉
馬
公
方
薦
不
忠
族
之
間
｡
速
可
被
虞
連
流

事

｡

【現
代
語
訳
】
二

つ
'
当
御
代
は
､
殊
に
政
治
に
よ
っ
て
民
が
教
化
さ
れ
る
こ
と

(政
化
)
に
は
'
前
々
に
超
え
る
も
の
が
あ
-
､
民

を
撫
育
す
る
こ
と

(撫
民
)
に
は
､
代
々
に
勝
る
も
の
が
あ
る
｡
全
て
こ
れ
は
､
絶
え
た
る
も
の
を
継
ぎ
､
廃
れ
た
る
も
の
を
興
す
と
い

う
立
派
な
ご
政
道
と
な
っ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
､
赤
松
播
磨
守
が
上
聞
を
欺
き
申
し
'
偏
に
猷
秀
を
晶
展
に
し
て
い
る
と
い
う
事
情
が
あ

る
た
め
に
､
猷
秀
は
､
何
事
に
つ
け
て
も
､
公
方
を
恐
れ
ず
'
外
聞
を
も
慣
ら
な
い
有
様
で
あ
る
｡
赤
松
は
､
賄
賂
に
磨
き
､
人
を
欺
-

行
為
に
荷
担
L
t
恋
に
猷
秀
を
許
容
し
て
､
公
方
の
お
た
め
に
は
不
忠
の
族
に
な
っ
て
い
る
か
ら
､
速
や
か
に
遠
流
の
刑
に
処
せ
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
こ
と
｡
]

l
近
年
馬
体
被
没
倒
山
徒
之
所
帯
｡
被
宛
行
公
家
武
家
甲
乙
人
之
間
｡
顛
密
之
要
脚
等
令
失
墜
｡

及
御
願
之
違
乱
之
修
所
歎
存

(17
)

也
｡
所
詮
己
前
御
罪
科
之
山
徒
｡
於
坐
碓
院
等
持
勝
行
戒
光
者
｡
如
元
町
預
安
堵
之
御
成
敗

事

｡

【現
代
語
訳
】
二

つ
'
近
年
は
､
山
門
の
衆
徒
の
所
帯
を
没
収
し
て
､
公
家
や
武
家
や
甲
乙
人
に
宛
て
行
わ
れ
て
い
る
為
体
で
あ
-
､

顕
密
両
教
の
費
用
な
ど
が
不
足
を
来
た
し
､
結
果
的
に
尊
い
ご
願
が
乱
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
の
は
､
嘆
か
わ
し
く
存
ず
る
と
こ
ろ
で
あ

る
｡
要
す
る
に
､
以
前
ご
罪
科
を
被

っ
た
山
徒
の
坐
禅
院
の
等
持

･
勝
行

･
戒
光

(こ
こ
で
は
､
仮
に
三
名
と
考
え
た
)
に
お
い
て
は
､

元
通
-
に
安
堵
の
ご
成
敗
に
与
か
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
｡
]
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〓
二
千
聖
供
者
悌
聖
燈
油
之
要
脚
満
山
椎
徒
之
資
穣
也
｡
如
風
間
者
以
聖
供
之
内
｡
山
門
奉
行
飯
尾
肥
前
守
契
約
之
令
受
用
云
々
｡

(18
)

背
御
下
知
溝
己
用

事

｡

【現
代
語
訳
】
二

つ
､
山
門
三
千
の
聖
供
は
､
仏
聖
燈
油
の
費
用
で
あ
-
､
比
叡
山
の
禅
徒
全
員
の
給
与
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
､
噂
に
よ
る
と
､
山
門
奉
行
の
飯
尾
肥
前
守
が
約
束
を
し
て
､
聖
供
の

一
部
を
受
け
取
っ
て
自
分
で
勝
手
に
使
っ
て
い
る
と
い

う
が
'
こ
れ
は
､
ご
命
令
に
背
き
､
自
己
の
私
用
を
構
え
て
い
る
こ
と
｡
]

1
肥
前
守
令
晶
展
献
秀
事
者
｡
別
而
契
約
之
子
細
依
有
之
｡
不
顧
後
日
之
突
鼻
｡
偏
任
欲
心
不
弁
南
方
之
理
非
片
手
打
｡
万
事
献
秀

(19
)

理
蓮
由
申
成
之
修
薦
好
曲

事

O

【現
代
語
訳
】
二

つ
､
飯
尾
肥
前
守
が
猷
秀
を
晶
眉
に
し
て
い
る
こ
と
は
､
特
に
約
束
し
て
い
る
事
情
が
あ
る
の
で
'
後
日
謹
責
を
被

る
こ
と
を
顧
慮
せ
ず
､
偏
に
欲
心
の
ま
に
ま
に
､
双
方
の
理
非
を
弁
え
ず
'
片
手
落
ち
に
し
て
､
万
事
猷
秀
の
方
が
道
理
に
適
っ
て
い
る

な
ど
と
言
い
張
っ
て
い
る
の
は
､
邪
曲
で
あ
る
こ
と
｡
]

(
20
)

一
於
肥
前
守
者
烏
断
向
後
傍
輩
之
積
習
｡
同
渡
給
衆
徒
手
可
致
其
沙
汰

事

｡

【現
代
語
訳
】
二

つ
'
飯
尾
肥
前
守
に
つ
い
て
は
'
｢向
後
傍
輩
之
積
習
｣
を
断
絶
せ
ん
が
た
め
に
､
猷
秀
と
同
様
､
衆
徒
の
手
に
渡

し
給
わ
-
､
そ
の
処
置
を
致
す
べ
き
こ
と
｡
]

こ
の
一
つ
書
き
の
箇
条
は
､
非
常
に
短
い
も
の
で
は
あ
る
が
'
筆
者
が
殊
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る

｢向
後
傍
輩
｣
と
い
う
日
本
中
世
に

特
有
の
定
型
的
な
表
現
形
式
を
伴
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
表
現
形
式
が
室
町
時
代
の
資
料
の
上
に
見
出
さ
れ
る
の
は
､
非
常
に
珍

し
い
事
例
に
属
す
る
と
言
え
る
｡
こ
こ
で
は
､
｢向
後
傍
輩
｣
に
と
っ
て

｢積
習
｣
と
な
る
こ
と
を
断
絶
す
べ
-
､
飯
尾
肥
前
守
の
身
柄

を
衆
徒
の
手
に
引
き
渡
さ
れ
る
よ
う
に
要
求
す
る
旨
衆
議

一
決
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
先
に
掲
出
し
た
箇
条
の
内
容
と
照
ら
し
合

わ
せ
る
と
､
山
徒
ら
の
衆
議
で
は
､
飯
尾
肥
前
守
の
身
柄
を
山
徒
の
側
に
引
き
渡
さ
せ
､
山
徒
の
手
で
､
猷
秀
と
同
様
に
'
首
を
別
ね
る
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か
'
さ
も
な
け
れ
ば
'
赤
松
播
磨
守
に
つ
い
て
要
求
し
て
い
た
の
と
同
様
に
'
極
刑
を

一
等
減
じ
て
遠
流
に
処
す
る
か
す
る
こ
と
を
目
論

ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

一
不
限
山
門
奉
行
｡
諸
奉
行
構
好
曲
不
廉
直
之
披
露
之
修
｡
緩
怠
之
至
誠
而
有
鎗
者
乎
｡
殊
飯
尾
肥
前
｡
同
大
和
｡
不
経
管
領
連
次

(21
)

第
之
沙
汰
｡
直
掠
申
公
儀
之
催
背
御
沙
汰
大
法

事

｡

【現
代
語
訳
】
二

つ
､
山
門
奉
行
に
限
ら
ず
､
室
町
幕
府
の
諸
奉
行
連
中
が
邪
な
悪
巧
み
を
し
て
正
直
に
報
告
を
致
さ
な
い
で
い
る
の

は
､
職
務
怠
慢
の
極
致
で
あ
-
'
厳
重
な
る
上
に
も
厳
重
に
戒
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う

(引
用
文
中
に

｢誠
｣
と
あ
る
の
は
､
｢誠
｣

の
誤
字
と
解
す
る
)｡
殊
に
飯
尾
肥
前
守
､
同
大
和
守
は
'
管
領
周
辺
で
の
き
ち
ん
と
順
序
を
踏
ん
だ
処
置
を
経
ず
に
､
直
接
に
公
儀

(室

町
幕
府
将
軍
)
を
謀
-
申
し
て
い
る
が
､
こ
れ
は
'
ご
裁
定
の
重
要
法
規
に
背
-
も
の
で
あ
る
こ
と
｡
]

山
門
の
牒
状
は
､
以
上
の
如
-

1
つ
書
き
形
式
の
箇
条
書
に
し
て
､
数
箇
条
に
亘
っ
て
要
求
事
項
を
提
示
し
た
後
で
､
次
の
よ
う
に
述

べ
､
日
吉
山
王
七
社
の
神
輿
を
担
ぎ
出
し
て
､
今
度
の
訴
訟
に
及
ん
だ
趣
意
を
説
明
し
て
い
る
｡

M
鞘
内

今
般
之
神
訴
者
｡
仝
非
軽
上
意
｡
敢
不
忽
善
政
｡
神
輿
頂
戴
之
候
儀
者
偏
改
奉
行
好
曲
｡
正
鵠
仰
公
儀
之
徳
化

也

｡

【現
代
語
訳
】
[今
度
山
門
の
衆
徒
が
比
叡
山
全
山
を
挙
っ
て
神
訴
に
及
ん
だ
の
に
は
､
上
意
を
軽
ん
じ
る
意
図
な
ど
は
仝
-
な
-
､
敢

え
て
善
政
を
忽
諸
す
る
も
の
で
も
な
い
｡
わ
ざ
わ
ざ
日
吉
山
王
七
社
の
神
輿
を
担
ぎ
出
し
奉
る
仕
儀
に
立
ち
至
っ
た
の
は
､
他
で
も
な
い
'

偏
に
飯
尾
肥
前
守
の
如
き
室
町
幕
府
の
奉
行
人
連
中
の
邪
な
悪
巧
み
を
改
め
正
し
'
正
に
公
儀
の
徳
に
よ
る
教
化
を
仰
が
ん
が
た
め
で
あ

る
｡
]

(967)
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三

山
門
の
訴
訟
の
展
開

(そ
の

こ

『看
聞
御
記
』
永
享
五
年
七
月
廿
七
日
の
条
に
よ
る
と
'

御
乱
入
蹄
参
｡
数
日
内
裏
砥
候
｡
禁
中
物
窓
｡
警
固
番
衆
夜
ハ
門
内

へ
出
入
留
云
々
｡
室
町
殿
被
申
趣
｡
若
陣
中
神
輿
奉
振
入
者
｡

他
所
へ
婦
可
成
行
幸
云
々
｡
仙
洞
ハ
御
老
林
之
間
｡
神
輿
有
入
洛
者
醍
醐
へ
可
成
申
御
幸
云
々
｡
御
共
人
々
冠
帯
用
意
｡
人
々
皆
内
裏

(23
)

へ
可
参
｡
狩
衣
輩
ハ
仙
洞
へ
可
参
之
由
被
走
云
々
｡
火
事
之
御
用
心
而
巳
云

々

｡

【現
代
語
訳
】
[御
乱
入
が
京
都
か
ら
帰
参
し
て
報
告
す
る
と
こ
ろ
で
は
､
数
日
間
内
裏
に
お
伺
い
し
て
い
た
が
､
禁
中
は
落
ち
着
か
ず
､

何
か
と
騒
が
し
-
､
警
固
の
番
の
衆
が
､
夜
間
は
内
裏
の
門
内
へ
の
出
入
-
を
禁
止
し
て
い
る
そ
う
だ
｡
室
町
殿
が
申
し
越
さ
れ
た
趣
は
､

も
し
山
徒
が
内
裏
の
陣
中
に
ま
で
神
輿
を
振
-
入
れ
奉

っ
た
な
ら
ば
'
取
-
急
ぎ
他
所
へ
行
幸
を
な
さ
れ
た
い
と
の
由
｡
ま
た
､
仙
洞
は
､

御
老
体
で
あ
る
か
ら
'
神
輿
が
京
都
市
内
に
入
っ
て
来
た
ら
､
取
-
敢
え
ず
醍
醐
へ
御
幸
を
な
し
申
さ
れ
よ
と
の
由
｡
お
共
の
人
々
は
､

衣
冠
束
帯
の
礼
装
を
用
意
し
て
'
全
員
内
裏
へ
参
上
せ
よ
｡
狩
衣
の
者
は
､
仙
洞
へ
参
上
せ
よ
と
決
定
さ
れ
た
と
い
う
｡
ひ
た
す
ら
火
事

の
ご
用
心
あ
る
の
み
だ
と
い
う
｡
]

『看
聞
御
記
』
永
享
五
年
閏
七
月
三
日
の
条
に
よ
る
と
'

聞
｡
未
明
北
白
河
へ
馬
借
寄
来
在
家
放
火
｡
河
原
警
固
畠
山
馳
向
追
沸
云
々
｡
洛
中
又
騒
動
｡
凡
諸
大
名
三
ケ
夜
ツ
､
結
番
｡
河
原

(24
)

取
陣
｡
神
輿
有
入
洛
者
可
奉
防
用
意
云

々

｡

【現
代
語
訳
】
[聞
-
と
こ
ろ
で
は
､
未
明
に
北
白
河
へ
坂
本
の
馬
借
が
押
し
寄
せ
て
来
て
'
在
所
の
民
家
に
放
火
し
た
｡
鴨
川
の
河
原

で
警
固
し
て
い
た
畠
山
勢
が
馳
せ
向
か
っ
て
､
馬
借
共
を
追
い
払

っ
た
と
い
う
こ
と
だ
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
'
京
都
市
中
は
､
ま
た
ま
た
騒
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動
に
な
っ
た
｡
お
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
､
諸
大
名
は
､
三
夜
ず
つ
交
替
で
順
番
を
決
め
､
鴨
川
の
河
原
に
陣
取
っ
て
い
る
｡
神
輿
が
京
都
市

内
に
入
っ
て
来
る
こ
と
が
あ
れ
ば
､
そ
こ
の
水
際
で
防
御
し
奉
ろ
う
と
用
意
を
し
て
い
る
の
だ
そ
う
で
あ
る
｡
]

『看
間
御
記
』
永
享
五
年
間
七
月
六
日
の
条
に
よ
る
と
'

(
25
)

御
乱
入
掃
参
｡
(中
略
)
山
訴
事
同
前
｡
≡
賓
院
葦
策
申
云

々

｡

【現
代
語
訳
】
[御
乱
入
が
京
都
か
ら
帰
参
し
た
｡
(中
略
)
山
訴
の
こ
と
は
､
相
変
わ
ら
ず
の
状
態
で
あ
る
｡
三
宝
院

(満
済
准
后
)
が

仲
裁
に
入
-
申
し
た
と
の
由
｡]

(969)

四

山
門
が
重
ね
て
出
し
た
牒
状
の
内
容

『看
開
御
記
』
永
享
五
年
閏
七
月
八
日
の
条
に
よ
る
と
､

(26
)

山
門
又
重
牒
状
披

見

｡

【現
代
語
訳
】
[山
門
が
重
ね
て
ま
た
牒
状
を
出
し
た
の
で
､
披
見
し
た
｡
]

『看
聞
御
記
』
同
日
条
に
は
､
そ
れ
に
続
け
て
'
や
や
長
文
の
牒
状
が
記
載
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
時
山
門
が
重
ね
て
出
し
た
牒
状
の
全

文
を
次
に
掲
出
す
る
｡

永
享
五
年
潤
七
月
七
日
｡
山
門
根
本
中
堂
閃
寵
衆
議
日
｡
重
可
為
管
領
御
沙
汰
被
申
達
公
方
事
｡

右

一
天
貴
君
者
酬
公
武
之
徳
化
｡
九
重
理
乱
者
随
俳
画
之
戚
磨
｡
因
菰
成
敗
守
理
者
神
和
テ

人
悦
｡
政
道
任
非
者
天
背
テ

地
傾
｡
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是
自
然
之
道
理
也
｡
量
非
眼
前
之
鏡
界
平
｡
然
間
｡
為
豪
央
裁
載
神
輿
者
山
門
之
法
度
候
｡
奉
優
吾
両
被
達
衆
欝
者
公
議
之
吉
例
也
｡

麦
今
般
神
訴
事
｡
依
被
伺
上
開
催
日
内
≡
ケ
催
被
成
敗
裁
許
之
修
且
以
所
開
愁
眉
也
｡
然
而
於
本
訴
者
｡

一
向
被
弄
置
之
閉
所
慮
難
慰

愁
訴
難
収
者
欺
｡
以
前
進
寛
之
傍
目
悉
無
御
裁
報
之
儀
者
｡
吾
神
事
可
有
蹄
座
平
｡
所
詮
於
播
磨
守
備
政
者
永
被
放
不
反
之
遠
嶋
｡

至
献
秀
拝
肥
前
守
者
達
可
召
賜
衆
徒
手
者
也
｡
牌
又
所
動
催
目
之
山
徒
被
成
安
堵
｡
自
鎗
傍
目
着
任
御
成
敗
之
旨
｡
或
仰
年
之
御
下

知
｡
或
就
得
賛
之
牢
人
等
謹
而
理
達
之
由
｡
可
申
注
進
之
庭
也
｡
凡
神
輿
動
坐
仝
非
敗
訴
｡
耀
神
威
而
禰
篤
致
御
達
万
歳
懇
所
也
｡

衆
徒
訴

達
更
非
軽
蔑
｡
重
上
意
而
倍
為
漆
武
徳
裁
之
懇
符
也
｡
宜
被
垂
憐
慰
之
賢
慮
｡
御
裁
許
令
遅
怠
者
神
輿
入
洛
不
可
有
縁
議
之

(27
)

旨
｡
衆
議
如

件

｡

こ
れ
は
'
永
享
五
年
閏
七
月
七
日
に
､
山
門
の
根
本
中
堂
に
閃
寵
し
た
衆
徒
が
､
重
ね
て
管
領
の
ご
処
置
と
し
て
公
方
に
申
し
達
す
る

こ
と
に
衆
議

1
決
し
た
内
容
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
が
､
こ
の
衆
議
の
中
心
主
張
は
､
次
に
再
度
抜
粋

･
引
用
す
る
部
分
に
書
か
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

麦
今
般
神
訴
事
｡
依
被
伺
上
開
催
日
内
≡
ケ
候
被
成
敗
裁
許
之
催
且
以
所
開
愁
眉
也
｡
然
而
於
本
訴
者
｡

一
向
被
弄
置
之
間
神
慮
難

慰
愁
訴
難
収
着
欺
｡
以
前
進
寛
之
傍
目
悉
無
御
裁
報
之
儀
者
｡
吾
神
事
可
有
蹄
座
平
｡
所
詮
於
播
磨
守
備
政
者
永
被
放
不
反
之
遠
嶋
｡

(28
)

至
献
秀
拝
肥
前
守
者
達
可
召
賜
衆
徒
手

者

｡

こ
の
抜
粋

･
引
用
部
分
に
つ
い
て
の
現
代
語
訳
を
試
み
る
と
､
大
体
次
の
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
､
今
回
の
山
訴
で
山
徒
側
か

ら
出
さ
れ
て
い
る
多
岐
に
亘
る
要
求
事
項
の
核
心
を
成
し
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
繰
-
返
し
述
べ
て
'
中
心
と
な
る
請
求
が
何
で
あ
る
の

か
を
再
確
認
し
て
い
る
内
容
で
あ
る
こ
と
が
伺
わ
れ
る
｡

【現
代
語
訳
】
[さ
て
､
今
度
の
神
訴
の
こ
と
は
､
上
聞
を
伺
っ
た
の
で
､
箇
条
書
き
に
し
た
要
求
の
内
の
三
箇
条
ま
で
は
､
取
-
計
ら

う
裁
許
を
被
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
､
山
門
の
衆
徒
ら
は
､

一
旦
愁
眉
を
開
-
こ
と
と
は
相
成
っ
た
｡
し
か
し
､
懸
案
と
な
っ
て
い
る
肝
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心
の
訴
に
つ
い
て
は
､

一
向
に
顧
み
ら
れ
ず
､
捨
て
置
か
れ
た
ま
ま
に
な

っ
て
い
て
､
こ
の
よ
う
な
有
様
で
は
､
神
慮
を
慰
め
難
-
､
愁

訴
も
収
ま
-
が
宜
し
-
な
い
の
で
は
な
い
か
｡
以
前
ご
覧
に
入
れ
よ
う
と
進
上
し
た
箇
条
書
き
の
要
求
を
こ
と
ご
と
-
ご
裁
断
あ
る
と
通

知
さ
れ
る
の
で
な
い
限
-
､
吾
等
が
日
吉
山
王
の
神
が
ご
帰
座
に
な
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
｡
結
局
､
播
磨
守
満
政
に
つ
い
て
は
､
二
度
と

京
都
に
帰
還
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
遠
島
に
永
久
に
追
放
さ
れ
､
猷
秀
並
び
に
飯
尾
肥
前
守
は
､
速
や
か
に
衆
徒
の
手
に
召
し
給
わ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
｡
]
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五

山
門
の
訴
訟
の
展
開

(そ
の
二
)

『看
聞
御
記
』
永
享
五
年
間
七
月
十
日
の
条
に
よ
る
と
'

抑
山
訴
事
以
前
畠
山
徒
三
人
以
前
被
突
鼻
｡

免
許
雄
被
宥
仰
衆
徒
猶
嚇
訴
｡
乗
十
三
日
神
輿
入
洛
必
定
云
々
｡
洛
中
田
禦
神
輿
為

供
奉
皆
登
山
｡
犬
両
人
等
鰯
仰
云
々
｡
京
中
小
路
々
々
木
戸
連
木
被
引
｡
禁
裏
陣
内
四
方
車
逆
木
引
｡
大
名
四
頭
警
固
申
｡
仙
洞
醍
醐

(29
)

可
成
御
幸
云
々
｡
隈
難
言
語
道
断
事
云

々

｡

【現
代
語
訳
】
[と
こ
ろ
で
､
今
回
の
山
訴
の
こ
と
が
持
ち
上
が
っ
て
来
る
以
前
に
'
(こ
こ
で
は
､
次
の

｢畠
｣
の
字
を
誤
字
と
解
す

る
)
山
徒
三
人
が
謹
責
を
被

っ
た
こ
と
が
以
前
に
あ

っ
た
｡
彼
等
を
免
許
し
て
衆
徒
を
宥
め
よ
う
と
し
た
が
､
衆
徒
連
中
は
､
な
お
も
嚇

訴
を
続
け
て
い
る
｡
か
-
し
て
､
来
た
る
十
三
日
に
日
吉
山
王
の
神
輿
が
京
都
市
内
に
突
入
す
る
の
は
必
定
と
言
わ
れ
て
い
る
｡
京
都
市

中
の
田
楽
共
は
､
神
輿
に
供
奉
し
ょ
う
と
し
て
､
皆
比
叡
山
に
登

っ
て
行

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
｡
大
神
人
等
が
そ
の
命
令
を
触
れ
て
回
っ

て
い
る
そ
う
だ
｡

一
方
､
京
中
の
小
路
と
い
う
小
路
に
は
'
木
戸
や
逆
木
を
引
き
廻
ら
し
て
あ
-
､
防
備
を
厳
重
に
し
て
い
る
｡
禁
裏
の

陣
内
に
も
､
四
方
に
車
や
連
木
を
引
き
据
え
て
あ
-
､
四
人
の
頭
人
の
大
名
が
当
番
で
警
固
し
申
し
上
げ
て
い
る
｡
仙
洞
は
､
醍
醐

へ
御



(972)

幸
に
な
る
そ
う
だ
｡
濃
-
が
わ
し
い
混
乱
ぶ
-
は
､
言
語
道
断
な
程
だ
そ
う
で
あ
る
｡]
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『看
聞
御
記
』
永
享
五
年
間
七
月
十
二
日
の
条
に
よ
る
と
､

(30
)

明
日
御
輿
振
治
定
之
由
風
聞
｡
御
乱
入
内
裏
へ

参

｡

【現
代
語
訳
】
[
い
よ
い
よ
明
日
日
吉
山
王
の
御
輿
を
振
る
こ
と
が
本
決
ま
-
に
な
っ
た
と
の
由
で
､
噂
が
流
れ
て
い
る
｡
御
乱
入
は
'

内
裏
へ
参
上
し
た
｡]

『看
聞
御
記
』
永
享
五
年
閏
七
月
十
三
日
の
条
に
よ
る
と
'

去
夜
雲
母
坂
火
多
下
.
神
輿
己
入
洛
之
由
洛
中
騒
動
｡
禁
仙
馳
参
云
々
｡
雄
然
無
其
儀
｡
十
六
日
中
日
也
｡
可
薦
英
日
之
由
又
風
聞
｡

(31
)

愛
変
説
未
定

也

o

【現
代
語
訳
】
[昨
夜
雲
母
坂
を
火
が
多
-
下
っ
て
来
た
｡
日
吉
山
王
の
神
輿
が
既
に
京
都
市
中
に
入
っ
た
と
の
由
で
､
京
都
市
中
は
､

大
騒
ぎ
で
あ
る
｡
禁
裏
と
仙
洞
に
は
､
人
々
が
馳
せ
参
じ
た
そ
う
だ
｡
し
か
し
､
神
輿
入
洛
の
儀
は
実
は
な
か
っ
た
｡
今
度
の
十
六
日
は
､

申
の
日
で
あ
る
か
ら
､
多
分
そ
の
日
に
な
る
の
だ
ろ
う
と
ま
た
噂
さ
れ
て
い
る
｡
話
が
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
行
-
の
で
､
定
説
は
な
い
｡]
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『看
開
御
記
』
永
享
五
年
閏
七
月
十
五
日
の
条
に
よ
る
と
'(32

)

庭
田
宰
相
出
京
｡
神
輿
明
日
入
洛
風
聞
｡
禁
裏
馬
参
罷

出

｡

【現
代
語
訳
】
[庭
田
宰
相
が
京
都
へ
出
向
い
た
｡
神
輿
が
明
日
に
は
入
洛
す
る
だ
ろ
う
と
曝
さ
れ
て
い
る
の
で
､
禁
裏
に
参
上
す
る
た

め
に
､
罷
-
出
た
の
で
あ
る
｡]
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『看
聞
御
記
』
永
享
五
年
閏
七
月
十
六
日
の
条
に
よ
る
と
'

源
宰
相
韓
参
｡
山
訴
事
管
領
被
執
申
｡
諸
大
名
同
心
申
間
｡
被
成
御
教
書
｡
献
秀
法
師
杵
飯
尾
肥
前
守
｡
同
大
和
守
可
被
流
罪
｡
赤

(33
)

松
大
河
内
事
ハ
宗
領
赤
松
可
薦
計
由
被
仰
出
云
々
｡
山
門
未
申
御
返
事
定
可
落
居
欺
云

々

｡

【現
代
語
訳
】
[源
宰
相
が
帰
参
し
て
報
告
す
る
と
こ
ろ
で
は
､
山
訴
の
こ
と
は
､
管
領
が
執
-
成
し
申
さ
れ
､
諸
大
名
も
同
意
申
し
た

の
で
､
御
教
書
を
出
さ
れ
､
猷
秀
法
師
並
び
に
飯
尾
肥
前
守
､
同
大
和
守
は
､
流
罪
に
処
せ
ら
れ
る
べ
-
､
赤
松
大
河
内
の
こ
と
は
'
赤

松
総
領
家
の
計
ら
い
と
す
る
べ
き
由
を
仰
せ
出
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
｡
山
門
は
､
未
だ
ご
返
事
を
申
し
て
い
な
い
が
､
恐
ら
-
こ
れ

で

一
件
落
着
と
相
成
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
｡]

(973)

『看
聞
御
記
』
永
享
五
年
閏
七
月
十
七
日
の
条
に
よ
る
と
､

(
34
)

山
門
御
返
事
献
秀
法
師
流
罪
ハ
不
可
叶
｡
山
徒
手
二
可
被
渡
之
由
固
申
云

々

｡

【現
代
語
訳
】
[山
門
の
ご
返
事
で
は
'
猷
秀
法
師
の
流
罪
だ
け
は
ど
う
し
て
も
叶
う
ま
い
か
ら
､
そ
の
身
柄
を
山
徒
の
手
に
渡
さ
れ
る

べ
L
と
'
な
お
も
固
執
し
て
申
し
立
て
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
｡]

『看
聞
御
記
』
永
享
五
年
閏
七
月
十
八
日
の
条
に
よ
る
と
､

(35
)

今
御
所
御
蹄
寺
｡
御
乱
入
御
共
参
｡
山
訴
難
未
落
居
無
蓋
期
之
間
有
御

蹄

｡

【現
代
語
訳
】
[今
御
所

(入
江
殿
)
が
お
寺
に
お
帰
-
に
な
っ
た
｡
御
乱
入
が
お
共
に
参
っ
た
｡
山
訴
が
未
だ
に

一
件
落
着
に
至
ら
ず
､

何
時
果
て
る
と
も
知
れ
ず
'
際
限
が
な
い
よ
う
な
の
で
'
ひ
と
ま
ず
お
帰
-
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡]
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『看
聞
御
記
』
永
享
五
年
閏
七
月
廿
四
日
の
条
に
よ
る
と
'

(
36
)

依
山
訴
物
念
｡
八
朔
要
脚
不
致
沙
汰
計
曾
之
間
仙
洞
御
質
物
可
申
出
事
｡
四
辻
二
遣
状
申
談
｡
源
宰
相
罷
向
可
申
沙
汰
之
由
申
云

々

｡

【現
代
語
訳
】
[山
訴
が
落
着
し
な
い
の
で
､
八
朔
の
費
用
を
調
達
で
き
ず
'
困
惑
さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
'
仙
洞
に
御
質
物
を
申
し
出

そ
う
と
い
う
こ
と
を
四
辻
氏
に
書
状
を
遣
わ
し
て
相
談
し
た
｡
源
宰
相
が
罷
り
向
か
っ
て
処
置
を
申
す
べ
き
由
を
申
し
た
と
の
こ
と
｡
]
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｣

ハ

山
門
が
再
び
重
ね
て
出
し
た
牒
状
の
内
容

『看
聞
御
記
』
永
享
五
年
間
七
月
廿
五
日
の
条
に
よ
る
と
'

(37
)

山
徒
廿
日
重
進
牒
状
云
々
｡

一
覧
記

之

｡

【現
代
語
訳
】
[山
徒
が
､
二
十
日
に
､
重
ね
て
ま
た
も
や
牒
状
を
進
上
し
た
と
い
う
｡

一
覧
し
た
の
で
､
こ
れ
を
記
し
て
お
こ
う
｡
]

『看
聞
御
記
』
同
日
条
に
は
､
そ
れ
に
続
け
て
'
か
な
り
長
文
の
牒
状
を
全
文
掲
げ
て
あ
る
｡

永
享
五
年
閏
七
月
廿
日
｡
大
講
堂
三
院
宿
老
集
合
議
日
｡
早
可
馬
管
領
御
沙
汰
被
申
達
公
方
事
｡
夫
耀
神
威
達
衆
欝
者
山
門
之
嘉

例
｡
募
法
検
散
欝
陶
者
悌
家
之
奮
貫
也
｡
委
旨
連
々
訴
状
辛
苦
華
｡
而
今
般
大
訴
者
誠
悪
逆
無
真
之
族
｡
興
正
直
捨
擾
之
宗
｡
沸
山
中

冥
時
之
雲
霧
｡
薦
顕
台
領
明
清
之
日
月
也
｡
愛
飲
秀
法
師
拝
篤
種
男
可
賜
衆
徒
手
之
旨
｡
若
輩
連
日
訴
訟
之
虞
.
御
下
知
之
趣
止
死
罪

可
被
放
遠
嶋
之
由
.
及
度
々
寛
宥
之
儀
歎
｡
然
而
篤
断
後
昆
逆
乱
之
積
習
｡
成
満
山

1
之
群
儀
上
着
｡
任
望
同
申
旨
可
渡
賜
山
門
者

也
｡
若
尚
烏
同
篇
之
御
成
敗
者
｡
不
移
時
日
捧
七
正
之
肇
輿
於
九
重
之
雲
｡
三
千
躍
徒
等
可
埋
骸
於
花
洛
之
土
之
趣
｡

l
山
之
若
徒
約

諾
既
令

〓
疋
云
々
｡
剰
奉
成
神
事
帝
都
者
｡
三
塔
堂
舎
悌
閤
七
祉
大
神
小
紳
致
同
時
炊
煙
之
乱
悪
｡
山
上
者
或
狐
狼
之
楠
｡
祉
頭
者
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可
成
牛
馬
之
園
之
旨
令
露
顕
華
｡
凡
近
日
四
五
ケ
保
雄
被
成
裁
許
｡
如
風
聞
者
被
差
下
南
佐
々
木
向
近
江
｡
山
徒
等
可
被
責
伏
及
御
結

裾
欺
｡
是
又

一
事
南
棟
之
御
沙
汰
｡
更
以
堵
思
無
之
｡
鳴
呼
吾
山
開
聞
六
百
鎗
歳
｡
未
聞
如
然
之
例
｡
武
将
之
征
夷
数
十
輩
｡
未
聞
富

山
之
滅
亡
之
成
敗
｡
悲
哉
普
御
代
悌
法
忽
令
破
滅
者
｡
有
神
威
之
冥
歴
平
｡
然
者
日
月
速
堕
地
｡
天
下
可
為
暗
隈
之
修
探
眼
者
也
｡
偽

(38
)

為
仰
無
為
之
裁
報
｡
宿
老
等
悲
涙
之
鎗
述
愚
才
短
慮
之
群
議
｡
租
所
動
如

斯

｡

こ
の
牒
状
は
､
,些
早
五
年
間
七
月
廿
日
に
､
比
叡
山
延
暦
寺
大
講
堂
の
三
院
の
宿
老
達
が
'
集
会
を
開
催
し
て
決
議
し
た
内
容
を
記
録

し
た
も
の
で
あ
る
が
､
前
掲
の
山
門
の
牒
状
と
同
様
に
､
や
は
-
室
町
幕
府
の
管
領
の
処
置
を
通
じ
て
公
方
へ
申
し
達
せ
ん
と
す
る
趣
を

述
べ
て
あ
る
｡
こ
の
山
門
に
よ
る
再
度
重
ね
て
の
牒
状
の
要
求
の
核
心
を
成
す
事
項
は
'
恐
ら
-
次
に
抜
粋

･
引
用
す
る
部
分
に
書
か
れ

て
い
る
要
求
事
項
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

麦
献
秀
法
師

拝
烏
種
男
可
賜
衆
徒
手
之
旨
｡
若
輩
連
日
訴
訟
之
庭
｡
御
下
知
之
趣
止
死
罪
可
被
放
遠
嶋
之
由
｡

及
度
々
寛
宥
之
儀

(39
)

歎
｡
然
而
篤
断
後
昆
逆
乱
之
積
習
｡
成
満
山

1
之
群
儀
上
着
｡
任
望
同
申
旨
可
渡
賜
山
門

者

｡

こ
の
抜
粋

･
引
用
部
分
に
現
代
語
訳
を
施
せ
ば
､
次
に
記
す
よ
う
な
意
味
に
な
ろ
う
｡

【現
代
語
訳
】
[さ
て
'
猷
秀
法
師
並
び
に
為
種
と
い
う
男

(飯
尾
肥
前
守
)
を
衆
徒
の
手
に
賜
-
た
い
と
山
門
の
若
輩
連
中
が
連
日
訴

え
求
め
続
け
て
来
た
が
､
京
都
の
公
武
政
権
に
よ
る
ご
命
令
の
趣
旨
は
､
彼
等
の
死
罪
を
止
め
て
､
代
わ
-
に
死

一
等
を
減
じ
て
遠
島
に

追
放
さ
れ
る
処
罰
と
さ
れ
る
由
で
あ
-
､
寛
大
に
も
彼
等
の
罪
を
お
放
し
に
な
る
趣
旨
の
ご
命
令
を
度
々
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
｡
し
か

し
な
が
ら
､
｢為
断
後
昆
逆
乱
之
積
習
｣
に
､
比
叡
山
が
全
山

l
敦
の
合
意
を
形
成
し
た
以
上
は
､
山
徒
が
望
み
､
異
口
同
音
に
申
し
立

て
て
い
る
旨
に
従
っ
て
'
彼
等
の
身
柄
を
山
門
の
手
に
渡
し
賜
る
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
]

こ
の
抜
粋

･
引
用
部
分
の
中
に
書
か
れ
て
い
る

｢烏
断
後
昆
逆
乱
之
積
習
｣
と
の
言
い
回
し
は
'
前
掲
の
永
享
五
年
七
月
十
九
日
付

へ40
)

け
の
山
門
が
最
初
に
出
し
た
牒
状
の
中
で
､
特
に
筆
者
が
注
目
し
た
箇
条
の
中
に
出
て
い
る

｢薦
断
向
後
傍
輩
之
習

｣

と
殆
ど
同
義
の
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言
い
回
し
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
｡
即
ち
'
こ
こ
で
は
'
｢後
々
に
も
争
乱
が
繰
-
返
さ
れ
る
積
も
-
重
な
っ
た
悪

習
を
こ
の
際
断
絶
す
る
た
め
｣
に
こ
そ
､
猷
秀
法
師
ら
の
身
柄
を
山
門
の
衆
徒
の
手
に
渡
し
賜
-
た
い
と
強
-
要
請
し
続
け
て
来
た
の
だ

と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
も
し
山
門
の
こ
の
要
求
が
京
都
の
公
武
政
権

(敬
-
分
け
室
町
幕
府
)
の
側
に
受
容
さ
れ
な
け
れ

ば
､
い
よ
い
よ
日
吉
山
王
七
社
の
神
輿
を
京
都
市
内
に
突
入
さ
せ
て
､
京
都
を
灰
煙
に
帰
せ
し
め
る
と
ま
で
息
巻
い
て
､
胴
喝
に
及
ん
で

い
る
の
で
あ
る
が
'
更
に
､
京
都
の
室
町
幕
府
政
権
の
両
端
を
持
す
る
態
度
を
批
判
し
て
､
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
点
も
見
落
と
す
こ

と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
｡

凡
近
日
四
五
ケ
保
雄
被
成
裁
許
.
如
風
聞
者
被
差
下
雨
佐
々
木
向
近
江
｡
山
徒
等
可
被
責
伏
及
御
結
構
欺
｡
是
又

一
事
両
様
之
御
沙

(41
)

汰
｡
更
以
安
堵
思
無

之

｡

【現
代
語
訳
】
[そ
も
そ
も
近
日
に
至
-
､
山
門
の
要
求
事
項
の
内
､
四

･
五
箇
条
に
つ
い
て
は
､
裁
許
を
成
さ
れ
は
し
た
も
の
の
'
噂

に
聞
-
と
こ
ろ
に
よ
る
と
'
室
町
幕
府
の
側
で
は
'
両
佐
々
木
氏
を
差
し
下
し
て
近
江
に
向
か
わ
せ
'
山
徒
ら
を
攻
撃
し
て
屈
伏
さ
せ
よ

う
と
の
ご
計
画
を
立
て
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
か
｡
こ
れ
ま
た
､

一
事
両
様
の
ご
沙
汰
と
申
す
も
の
で
あ

っ
て
'
こ
れ
で
は
'
山
徒
は
､

1

向
に
安
堵
の
思
い
を
得
ら
れ
な
い
｡
]

七

山
門
の
訴
訟
が

一
件
落
着
す
る

『看
聞
御
記
』
永
享
五
年
閏
七
月
廿
六
日
の
条
に
よ
る
と
'

源
宰
相
締
参
｡
(中
略
)
抑
山
訴
事
落
居
｡
昨
夕
管
領
｡
献
秀
坊
へ
押
寄
召
捕
｡
土
佐
囲
配
流
｡
今
朝
立
洛
中
云
々
｡
飯
尾
肥
前
烏
上

(42
)

意
逐
電
了
｡
赤
松
大
河
内
事
可
被
預
宗
領
云
々
｡
河
原
諸
大
名
警
固
ハ
神
輿
蹄
座
ま
て
ハ
可
被
置
云

々

｡
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【現
代
語
訳
】
[源
宰
相
が
帰
参
し
た
｡
(中
略
)
と
こ
ろ
で
､
漸
-
に
し
て
､
山
訴
の
こ
と
が

一
件
落
着
し
た
｡
昨
夕
管
領
の
軍
勢
が

猷
秀
の
坊
で
あ
る
光
照
院
へ
押
し
寄
せ
て
猷
秀
を
逮
捕
し
､
土
佐
国
に
配
流
し
た
｡
今
朝
京
都
市
中
を
立
っ
た
と
い
う
｡

一
方
､
飯
尾
肥

前
寺
は
､
上
意
を
承
っ
て
逐
電
し
､
何
処
へ
や
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
｡
赤
松
大
河
内
の
こ
と
は
､
赤
松
氏
の
総
領
家
に
預
け
ら
れ
た

と
い
う
｡
鴨
川
の
河
原
で
の
諸
大
名
に
よ
る
警
固
は
､
神
輿
が
帰
座
す
る
ま
で
の
間
は
､
そ
の
ま
ま
置
か
れ
続
け
る
そ
う
だ
｡]

『看
聞
御
記
』
の
こ
の
記
事
は
､
簡
潔
な
記
述
な
が
ら
､
今
回
の
山
門
の
訴
訟
の
決
着
の
付
け
方
が
大
層
よ
-
伺
わ
れ
る
記
述
で
あ
-
､

非
常
に
重
要
な
記
録
資
料
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
今
度
の
山
門
の
轍
訴
で
､
山
門
側
か
ら
第

1
番
に
槍
玉
に
挙
げ
ら
れ
､
激
し

-
糾
弾
を
受
け
て
い
た
猷
秀
法
師
は
､
こ
こ
に
至
っ
て
､
と
う
と
う
室
町
幕
府
権
力

(管
領
)
に
逮
捕
さ
れ
て
身
柄
を
拘
束
さ
れ
､
土
佐

国
へ
の
流
罪
に
処
せ
ら
れ
る
結
末
と
な
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
､
こ
れ
に
対
し
て
､
猷
秀
法
師
と
並
ん
で
山
門
か
ら
の
大
層
手
厳
し
い
指
弾
を

受
け
て
い
た
飯
尾
肥
前
守
は
､
あ
ろ
う
こ
と
か
､
室
町
幕
府
将
軍

(足
利
義
教
)
か
ら
直
々
の

｢上
意
｣
を
受
け
て

｢
逐
電
L
L
､
何
処

か
へ
姿
を
-
ら
ま
し
て
し
ま

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
の
よ
う
に
暖
昧
極
ま
る
決
着
の
付
け
方
で
は
､
山
門
側
の
要
求
通
り

に
飯
尾
肥
前
守
の
身
柄
を
山
門
に
引
き
渡
し
て
､
山
門
の
手
で
し
か
る
べ
-
処
罰
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
｢断
向
後
傍
輩
之
積
習
｣
こ

と
も
､
｢断
後
昆
逆
乱
之
積
習
｣
こ
と
も
､
最
早
事
実
上
仝
-
不
可
能
に
な
-
､
共
に
仝
-
無
意
味
な
空
論
に
な
-
終
わ
っ
て
し
ま
う
他

は
な
-
な
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
簡
潔
な
記
事
は
､
既
に
二
月
以
上
に
及
び
､
長
引
い
て
い
た
今
回
の
山
門
の
訴
訟
の
実
際
の
決
着
の
付
け

ら
れ
方
に
つ
い
て
､
実
に
あ
-
あ
り
と
具
体
的
に
描
き
出
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
､
同
時
に
､
中
世
中
期
に
お
け
る

｢向
後
傍
輩

之
積
習
｣
の
断
絶
要
求
の
実
態
と
実
状
を
伺
う
に
も
十
分
足
-
る
記
録
資
料
に
な

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
､
こ
の
場
を
借
-
て
､

資
料
紹
介
の
形
式
を
取
っ
て
特
に
紹
介
さ
せ
て
頂
い
た
次
第
で
あ
る
｡

『看
聞
御
記
』
永
享
五
年
八
月

一
日
の
条
に
よ
る
と
､
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(
43

)

抑
大
宮
神
輿

一
社
州
目
先
蹄
座
云
々
.
珍
重
也
｡
自
鎗
御
輿
未
無
韓
座

云

々

｡

【現
代
語
訳
】
[と
こ
ろ
で
'
大
宮
に
放
-
出
し
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
日
吉
山
王
七
社
の
内
の

一
社
の
神
輿
は
､
先
月
末
三
十
日
に
先

ず
帰
座
し
た
と
い
う
｡
そ
れ
以
外
の
御
輿
は
､
未
だ
に
帰
座
し
て
い
な
い
そ
う
だ
｡
]

『看
聞
御
記
』
永
享
五
年
八
月
九
日
の
条
に
よ
る
と
'(

44
)

山
訴
落
居
｡
神
輿
七
祉
締
座
了
｡
天
下
惣
別
珍
重
々

々

｡

【現
代
語
訳
】
[山
訴
は
､
漸
-

一
件
落
着
し
た
｡
神
輿
は
'
日
吉
山
王
七
社
の
全
て
が
帰
座
し
了
え
た
｡
こ
れ
で
'
天
下
の
こ
と
は
'

万
事
め
で
た
し
め
で
た
し
で
あ
る
｡
]

『看
聞
御
記
』
の
著
者
で
あ
る
後
崇
光
院

(貞
成
親
王
)
は
､
山
訴
が
漸
-
終
結
を
見
た
こ
と
を
こ
の
よ
う
に
手
放
し
で
喜
ん
で
い
る

が
､
こ
の
山
訴
に
は
､
後
日
講
が
あ
る
｡

『看
聞
御
記
』
永
享
五
年
八
月
十
三
日
の
条
に
よ
る
と
､

抑
聞
｡
昨
日
未
明
自
山
門
大
勢
三
井
寺
へ
押
寄
｡
寺
中
日
元
構
城
郭
用
意
之
間
｡
於
木
戸
口
責
戦
｡

I
木
戸
被
破
貫
入
｡
自
二
木

戸

打
出
演
へ
追
出
｡
又
山
徒
大
勢
入
替
責
戦
之
間
引
返
｡
共
時
寺
方
四
人
被
討
了
｡
自
辰
刻
至
晩
頭
合
戦
｡
南
方
手
負
数
多
云
々
｡
三井
委
員

七
十
笑
｡
死
人
四人
｡
山
門
事豊
吉
人
云
〝｡
死
人
何
人
不
知
｡
寺
城
不
責
落
｡
山
門
引
勝
之
時
｡
辻
堂

一
宇
焼
云
々
｡
今
度
山
訴
不
興
力
｡
公
方
へ
参
.
其
無
念

(45
)

云
々
｡
但
馬
借
号
所
行
山
徒
不
存
知
之
由
｡
後
日
陳
申
云

々

｡

【現
代
語
訳
】
[と
こ
ろ
で
､
聞
-
と
こ
ろ
で
は
'
昨
日
未
明
に
､
山
門
か
ら
大
勢
が
繰
-
出
し
て
､
三
井
寺

(園
城
寺
)
へ
押
し
寄
せ

た
そ
う
だ
｡
三
井
寺
の
寺
中
は
､
元
よ
-
城
郭
を
構
え
て
防
戦
の
用
意
を
整
え
て
あ
る
こ
と
だ
か
ら
､
木
戸
口
に
お
い
て
遊
撃
し
て
戟
っ
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た
｡
三
井
寺
方
は
､

i
の
木
戸
を
破
ら
れ
､
攻
め
込
ま
れ
た
が
､
二
の
木
戸
か
ら
撃
退
し
､
山
徒
を
打
出
の
浜
へ
追
い
出
し
た
｡
し
か
し
､

ま
た
山
徒
が
大
勢
を
入
れ
替
え
て
攻
撃
し
て
戦
っ
た
の
で
､
引
き
退
い
た
｡
そ
の
時
に
､
三
井
寺
方
は
'
四
人
が
討
た
れ
て
し
ま

っ
た
｡

朝
の
辰
の
刻
か
ら
夕
方
に
至
る
ま
で
合
戟
を
続
け
､
両
方
が
負
傷
者
を
多
数
出
し
た
と
い
う
｡
三
井
寺
側
は
､
負
傷
者
が
七
十
余
人
､
死

人
が
四
人
､
山
門
側
は
､
負
傷
者
が
七
百
人
に
及
ん
だ
と
い
う
｡
山
門
側
の
死
者
が
何
人
い
た
か
は
知
ら
れ
て
い
な
い
｡
三
井
寺
の
城
を

攻
め
落
と
せ
な
い
ま
ま
､
山
門
側
が
退
却
す
る
時
に
､
辻
堂
を

一
宇
焼
い
た
そ
う
だ
｡
今
度
の
山
訴
に
､
武
家
寄
-
の
三
井
寺
が
山
門
へ

の
加
勢
を
せ
ず
､
公
方
側
へ
参
じ
た
｡
そ
の
無
念
を
晴
ら
そ
う
と
い
う
訳
だ
｡
但
し
､
後
日
に
至

っ
て
'
こ
れ
は
､
全
て
坂
本
の
馬
借
ら

の
所
行
で
あ

っ
て
､
山
徒
ら
は

一
切
関
知
し
て
い
な
か
っ
た
と
の
由
の
釈
明
を
申
し
述
べ
た
と
か
い
う
こ
と
だ
｡]

『看
聞
御
記
』
永
享
五
年
八
月
十
五
日
の
条
に
よ
る
と
､

抑
聞
｡
三
井
寺
自
公
方
御
合
力
｡
武
衛
夜
前
罷
向
｡
畠
山
｡
山
名
被
仰
｡
皆
故
障
申
云
々
｡
今
日
又
山
門
可
寄
之
由
風
聞
｡
然
而
無

(4

6)

其
儀
歎
｡
追
聞
｡
武
衛
勢
臆
引
締
｡
公
方
野
御
勢
不
可
合
戦
由
山
徒
申

云

々

｡

【現
代
語
訳
】
[と
こ
ろ
で
､
聞
-
と
こ
ろ
で
は
､
三
井
寺
に
は
公
方
が
ご
加
勢
な
さ
れ
､
勘
解
由
小
路
武
衛
が
昨
晩
加
勢
に
罷
-
向
か

っ
た
と
い
う
｡
最
初
は
､
畠
山
や
山
名
が
加
勢
す
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
が
､
皆
差
し
障
-
が
あ
る
と
申
し
立
て
て
､
辞
退
し
た
と
い
う
こ

と
だ
｡
今
日
ま
た
山
門
が
攻
め
寄
せ
て
来
る
と
い
う
噂
が
流
れ
た
が
､
三
井
寺
に
対
す
る
攻
撃
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
｡
後
か
ら
聞
い
た
と

こ
ろ
で
は
､
武
衛
の
率
い
る
軍
勢
は
､
間
も
な
-
引
き
返
し
て
来
た
そ
う
だ
｡
公
方
の
差
し
向
け
た
ご
軍
勢
に
対
し
て
合
戦
を
仕
掛
け
る

こ
と
は
な
い
と
山
徒
ら
が
申
し
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
｡
]

そ
し
て
'
『看
聞
御
記
』
永
享
五
年
八
月
十
九
日
の
条
に
よ
る
と
､
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(
47
)

抑
山
訴
無
為
落
居
｡
人
々
室
町
殿
参
賀
云
々
.
自
是
付
三
保
申
如

例

｡

【現
代
語
訳
】
[と
こ
ろ
で
､
山
訴
が
無
事
に

一
件
落
着
し
た
の
で
､
人
々
が
室
町
殿
へ
お
祝
い
の
参
賀
に
罷
-
出
た
そ
う
だ
｡
当
方
か

ら
も
､
三
条
氏
に
言
付
け
て
お
祝
い
を
申
し
上
げ
た
が
､
こ
れ
は
､
通
例
の
通
-
で
あ
る
｡
]

終
わ
り
に

以
上
､
こ
の
資
料
紹
介
で
は
､
十
五
世
紀
の
室
町
時
代
中
期
に
後
崇
光
院

(伏
見
宮
貞
成
親
王
)
が
書
き
残
し
た
日
記

『看
聞
御
記
』

の
記
事
に
専
ら
依
拠
し
て
､
永
享
五
年
七
月
か
ら
八
月
へ
か
け
て
の
約
三
ヶ
月
間
に
亘
-
山
門

(比
叡
山
延
暦
寺
)
が
行
っ
た
訴
訟

(敬

訴
)
の

一
部
始
終
に
つ
い
て
へ

1
通
-
簡
単
に
紹
介
し
た
｡
今
回
永
享
五
年
秋
に
実
際
に
行
わ
れ
た
こ
の
山
門
の
轍
訴
の
事
例
を
取
-
上

げ
て
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
筆
者
が
数
年
来
殊
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
日
本
中
世
に
特
有
の

｢向
後
傍
輩
｣
ま
た
は

｢傍
輩
向
後
｣

と
定
型
化
さ
れ
た
独
特
な
言
語
表
現
形
式
が
､
十
五
世
紀
の
室
町
時
代
中
期
に
至
っ
て
も
な
お
､
比
叡
山
延
暦
寺
な
ど
の
寺
社
の
訴
訟
上

の
罪
科
請
求
に
お
い
て
､
実
際
に
使
用
さ
れ
た
事
例
が
実
在
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
確
認
し
'
具
体
的
に
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
た
と

考
え
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
ば
か
-
で
な
-
､
今
回
取
-
上
げ
て
紹
介
し
た
山
門
の
訴
訟
の

l
伍

一
什
の
事
例
を
見
る
と
､

1
股
に
中
世
に

お
け
る
訴
訟
の
上
で
殆
ん
ど
執
掬
な
ま
で
に
繰
-
返
し
請
求
さ
れ
て
い
た

｢向
後
傍
輩
｣
ま
た
は

｢傍
輩
向
後
｣
の

(
見
懲
ら
し
)
と
い

う
こ
と
が
､
現
実
の
個
別
の
訴
訟
事
案
に
お
い
て
は
､
如
何
な
る
形
態
で
の
終
局
を
迎
え
る
の
が
常
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
､
決
し
て
小

普
-
な
い
疑
問
の
点
に
つ
い
て
も
､
少
し
-
暗
示
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

注

(1
)
r看
聞
御
記
』
永
享
五
年
七
月
十
八
日
条

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

着
聞
御
記

(下
)』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

一
九
九

一
年
七
月
二
〇
日
､

二

九
頁
)
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(2
)
『看
聞
御
記
』
永
享
五
年
七
月
十
九
日
条

(F続
群
書
類
従

･
補

遺

二

着
聞
御
記

(下
)
』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

一
一
九
頁
)

(3
)
『看
聞
御
記
』
永
享
五
年
七
月
廿
日
条

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

着
開
御
記

(下
)』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
'

1
九

･

二

lO
頁
)
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(4
)
『看
聞
御
記
』

二

一〇
頁
)

(5
)
『看
聞
御
記
』

〓

10
頁
)

(6
)
『看
聞
御
託
』

〓

10
頁
)

(7
)
『看
聞
御
記
』

〓

10
頁
)

(8
)
『看
聞
御
記
』

〓

10
頁
)

(9
)
『看
聞
御
記
』

二

一〇
～

〓

(
10
)
『看
聞
御
託
』

二

二

頁
)

(
11
)
『看
聞
御
記
』

二

二

頁
)

(
12
)
『看
聞
御
記
』

二

二

頁
)

(13
)
『看
聞
御
記
』

永
享
五
年
七
月
廿

一
日
条

永
享
五
年
七
月
廿
二
日
条

永
享
五
年
七
月
廿
三
日
条

永
享
五
年
七
月
廿
四
日
条

永
享
五
年
七
月
廿
四
日
条

永
享
五
年
七
月
廿
四
日
条

一二
頁
)

永
享
五
年
七
月
廿
四
日
条

永
享
五
年
七
月
廿
四
日
条

永
享
五
年
七
月
甘
四
日
条

永
享
五
年
七
月
廿
四
日
条

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

着
聞
御
記

(下
)
』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

着
聞
御
記

(下
)』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

看
聞
御
記

(下
)』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

看
聞
御
記

(下
)』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

看
聞
御
記

(下
)』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

看
聞
御
記

(下
)』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

看
間
御
記

(下
)
』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

看
聞
御
記

(下
)』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

看
聞
御
記

(下
)』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

看
聞
御
記

(下
)』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

1
九
九

一
年
七
月
二
〇
日
､

一
九
九

一
年
七
月
二
〇
日
､

1
九
九

l
年
七
月
二
〇
日
､

一
九
九

一
年
七
月
二
〇
日
､

1
九
九

l
年
七
月
二
〇
日
､

1
九
九

1
年
七
月
二
〇
日
､

l
九
九

一
年
七
月
二
〇
日
､

一
九
九

1
年
七
月
二
〇
日
､

一
九
九

一
年
七
月
二
〇
日
'

1
九
九

1
年
七
月
二
〇
日
､

1
九
九

1
年
七
月
二
〇
日
､

1
九
九

1
年
七
月
二
〇
日
､



『着聞御刑 に見える永享五年秋の山門 (延暦寺)の訴訟についての資料紹介 (982)239

二

二

頁
)

(14
)
『看
聞
御
記
』

二

二

頁
)

(15
)
『看
聞
御
記
』

二

二

頁
)

(16
)
『看
聞
御
記
』

二

二

二

(17
)
『看
聞
御
記
』

二
一二
頁
)

(
18
)
『看
聞
御
記
』

二

一二
頁
)

(19
)
『看
聞
御
記
』

二
二
頁
)

(20
)
F看
聞
御
記
』

二
二
頁
)

(21
)
｢看
聞
御
記
』

二
二
頁
)

(22
)
『看
聞
御
記
』

二
二
頁
)

(23
)
『看
聞
御
記
』

二
三
頁
)

(24
)
『看
聞
御
記
』

二
四
頁
)

永
享
五
年
七
月
甘
四
日
条

永
享
五
年
七
月
廿
四
日
条

永
享
五
年
七
月
廿
四
日
条

≡

頁
)

永
享
五
年
七
月
甘
四
日
条

永
享
五
年
七
月
廿
四
日
条

永
享
五
年
七
月
甘
四
日
条

永
享
五
年
七
月
廿
四
日
条

永
享
五
年
七
月
甘
四
日
条

永
享
五
年
七
月
廿
四
日
条

永
享
五
年
七
月
廿
七
日
条

永
享
五
年
間
七
月
三
日
条

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

着
聞
御
記

(下
)
』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

二

着
聞
御
記

(下
)
』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

二

着
聞
御
記

(下
)
』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

二

着
聞
御
託

(下
)』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

二

看
聞
御
記

(下
)
』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

二

着
聞
御
託

(下
)』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

二

着
聞
御
記

(下
)』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

二

着
聞
御
記

(下
)』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
'

一
九
九

一
年
七
月
二
〇
日
､

1
九
九

1
年
七
月
二
〇
日
､

l
九
九

1
年
七
月
二
〇
日
'

1
九
九

1
年
七
月
二
〇
日
､

一
九
九

l
年
七
月
二
〇
日
､

一
九
九

一
年
七
月
二
〇
､

一

一
九
九

一
年
七
月
二
〇
､

一

一
九
九

一
年
七
月
二
〇
､

一

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

着
聞
御
記

(下
)』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

1
九
九

1
年
七
月
二
〇
､

l

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

者
聞
御
託

(下
)』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

1
九
九

1
年
七
月
二
〇
､

1

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

着
聞
御
記

(下
)』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

1
九
九

1
年
七
月
二
〇
､

1
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(25
)
『看
間
御
記
』

二
四
貢
)

(26
)
『看
聞
御
記
』

二
五
頁
)

(27
)
『看
聞
御
記
』

二
五
頁
)

(28
)
『看
聞
御
記
』

二
五
頁
)

(29
)
｢看
聞
御
記
』

永
享
五
年
間
七
月
六
日
条

永
享
五
年
間
七
月
八
日
条

永
享
五
年
間
七
月
八
日
条

永
享
五
年
閏
七
月
八
日
条

永
享
五
年
間
七
月
十
日
条

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

着
聞
御
記

(下
)』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
'

一
九
九

一
年
七
月
二
〇
'

一

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

着
聞
御
記

(下
)』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

l
九
九

1
年
七
月
二
〇
'

1

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

着
聞
御
記

(下
)』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

一
九
九

一
年
七
月
二
〇
､

一

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

着
聞
御
記

(下
)
』
'
続
群
書
類
従
完
成
会
､

1
九
九

1
年
七
月
二
〇
t

l

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

着
聞
御
記

(下
)』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

一
九
九

一
年
七
月
二
〇
､

一

二
五

･

二

二
ハ
頁
)

(983)

(30
)
r看
聞
御
記
』

t
二
六
頁
)

(31
)
『看
聞
御
記
』

二

一六
頁
)

(32
)
『看
聞
御
記
』

一
二
六
頁
)

(33
)
巧者
聞
御
記
』

二

一六
貢
)

(34
)
『看
聞
御
託
』

〓

l七
頁
)

(35
)
『看
聞
御
記
』

二

一七
頁
)

(36
)
『看
聞
御
記
』

永
享
五
年
間
七
月
十
二
日
条

永
享
五
年
間
七
月
十
三
日
条

永
享
五
年
間
七
月
十
五
日
条

永
享
五
年
間
七
月
十
六
日
条

永
享
五
年
閏
七
月
十
七
日
条

永
享
五
年
間
七
月
十
八
日
条

永
享
五
年
閏
七
月
甘
四
日
条

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

着
聞
御
記

(下
)
』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

一
九
九

一
年
七
月
二
〇
､

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

着
聞
御
記

(下
)』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

一
九
九

一
年
七
月
二
〇
､

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

着
聞
御
記

(下
)
』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
'

一
九
九

一
年
七
月
二
〇
'

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

着
聞
御
記

(下
)』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

一
九
九

一
年
七
月
二
〇
､

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

着
聞
御
記

(下
)』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
'

一
九
九

一
年
七
月
二
〇
､

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

着
聞
御
記

(下
)
』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
'

一
九
九

一
年
七
月
二
〇
'

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

着
聞
御
記

(下
)
』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
'

一
九
九

一
年
七
月
二
〇
㌧
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二

一八
頁
)

(37
)
『看
聞
御
記
』
永
享
五
年
間
七
月
甘
五
日
条

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

者
聞
御
記

(下
)
』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

l
九
九

1
年
七
月
二
〇
､

二

一八
頁
)

(8%
)
『看
聞
御
記
』
永
享
五
年
閏
七
月
廿
五
日
条

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

着
聞
御
記

(下
)』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

1
九
九

1
年
七
月
二
〇
､

二
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･

二
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頁
)
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3)
『看
聞
御
記
』
永
享
五
年
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七
月
甘
五
日
条
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群
書
類
従
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補

遺

二

着
聞
御
記

(下
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､
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書
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成
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七
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〇
､
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日
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中
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箇
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)
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御
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二
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頁
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二
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頁
)
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)
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)
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)
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記
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)
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記
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三
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頁
)
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)
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御
記
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三
二
頁
)
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)
『看
聞
御
記
』

三
三
頁
)
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享
五
年
間
七
月
甘
五
目
条

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

者
聞
御
記

(下
)
』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

一
九
九

一
年
七
月
二
〇
､

永
享
五
年
閏
七
月
甘
六
日
条

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

着
聞
御
記

(下
)』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

一
九
九

一
年
七
月
二
〇
､

永
享
五
年
八
月

1
日
条

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

着
聞
御
記

(下
)』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
'

l
九
九

l
年
七
月
二
〇
､

二
二

永
享
五
年
八
月
九
日
条

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

者
聞
御
記

(下
)』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

一
九
九

一
年
七
月
二
〇
㌧

二
二

永
享
五
年
八
月
十
三
日
条

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

着
聞
御
記

(下
)
』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

一
九
九

一
年
七
月
二
〇
､

一

永
享
五
年
八
月
十
五
日
条

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

着
聞
御
託

(下
)
』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

1
九
九

l
年
七
月
二
〇
､

1

永
享
五
年
八
月
十
九
日
条

(『続
群
書
類
従

･
補

遺

二

着
聞
御
託

(下
)』
､
続
群
書
類
従
完
成
会
､

l
九
九

一
年
七
月
二
〇
㌧

1

241


	法学40（3）-209
	法学40（3）-210
	法学40（3）-211
	法学40（3）-212
	法学40（3）-213
	法学40（3）-214
	法学40（3）-215
	法学40（3）-216
	法学40（3）-217
	法学40（3）-218
	法学40（3）-219
	法学40（3）-220
	法学40（3）-221
	法学40（3）-222
	法学40（3）-223
	法学40（3）-224
	法学40（3）-225
	法学40（3）-226
	法学40（3）-227
	法学40（3）-228
	法学40（3）-229
	法学40（3）-230
	法学40（3）-231
	法学40（3）-232
	法学40（3）-233
	法学40（3）-234
	法学40（3）-235
	法学40（3）-236
	法学40（3）-237

